
 

 

 当金庫は、口座の売買・譲渡・譲受・貸借（レンタル）されたと判明した場合は、口

座の利用停止や解約等の措置をとるとともに、行政庁への届出を行います。 

 口座が特殊詐欺等の犯罪に悪用されていることが判明した場合も同様に、口座

の利用停止や解約等の措置を取るととともに、警察へ通報し、捜査にも全面的

に協力します。 

 口座の売買・譲渡等が発覚した場合、当金庫にお持ちの全ての口座が利用停止

となるほか、将来にわたり、全ての金融機関において新たな口座の開設ができ

なくなる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                

                  北見信用金庫 

 


